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岡　　山　　市 

【ハレまち通り歩いて楽しい道路空間創出事業について】 
１　事業の背景と課題 

　　岡山市中心市街地は、岡山城中心の歴史的商業地とJR岡山駅中心の近代商業地の二核を

　持つ。約10年前に大型ショッピングモールが開業したこと等により、駅前への集客が集中

　し、他商業エリアへの回遊性低下が懸念された。 

　　また、全国同様に人口減少・少子高齢化が進み、「都市のスポンジ化」（低・未利用地

　の増加）が進行。既存社会基盤の有効活用が喫緊の課題であった。 

　　再整備前のハレまち通り（旧県庁通り）は、車道中心の２車線一方通行で、街路樹は老 

　朽化し木陰が少なく、歩道は継ぎはぎや段差が多く、車椅子・ベビーカー利用者には歩き 

　にくい状況であった。 

 

２　事業概要 

　• 対象区間: ハレまち通り（旧：県庁通り、市役所筋〜柳川筋） 

　　　　　　　約0.6km. 

　• 事業期間 (ハード整備): 令和２年１月〜令和４年３月 

　• 総事業費: 約10億円 

 

３　事業内容 

　⑴　ハード整備（魅力的な道路空間の創出） 

　　ア　デザインコンセプト 

　　　・賑わい創出のために“活用”できる空間 

　　　・ハレまち通りの都会的なイメージを体現 

　　　・沿道の店舗や活動する人が主役となれるよう落ち着きがあり、親しみの持てる空間 

　　　・安心・安全に活動できる空間 

　　イ　整備内容 

　　　・車道の１車線化と歩道の拡幅 

　　　　→２車線だった車道を１車線化することで、歩道が大幅に拡幅。 

　　　　　車両の速度抑制を促すため、車線はあえてスラローム状にデザ 

　　　　　イン。 

　　　・自転車通行空間の整備 

　　　　→拡幅した歩道に自転車専用レーンを設置し、歩行者と自転車

　　　　　の分離を図った。 

　　　・ベンチの設置 

　　　　→歩道にテーブル付きのベンチを配置し、通行者の休憩スペースを整備。 

　　　・連続照明の設置 

　　　　→夜間の安全確保と良好な景観創出のため、デザイン性の高い連続照明（電球色） 

　　　　　を90本以上設置。 
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岡　　山　　市 
　⑵　ソフト施策（官民連携による賑わい創出） 

　【社会実験（1M KENCHO-DORI PROJECT）】 

　　　歩道空間（民地から１ｍの部分）を沿道の店舗が 

　　オープンカフェや商品陳列などで活用する社会実験 

　　を１週間限定で実施した。この実験は好評で、実際

　　に空き店舗に入居した飲食店もあり、官民が一体と 

　　なった賑わい創出の可能性を示す結果となった。 

　　　また、社会実験で得られた知見をもとに、沿道店 

　　舗が歩道空間の一部をオープンカフェや商品の陳列 

　　棚などの設置に活用できる仕組みを構築した。 

 

 

　【社会実験（県庁通り回遊性向上社会実験）】 

　　　事業開始当初、２車線から１車線化への移行には　

　　交通渋滞への懸念から強い反対意見があった。岡山市

　　は、２年間かけて実際の道路空間で社会実験を実施　

　　し、交通量や渋滞に問題がないことを客観的なデータ

　　で示し、関係者の理解を深めることに成功した。 

 

 

　【県庁通りデザインミーティング】 

　　　社会実験後もまちづくりフォーラムや「県庁通りデザインミー 

　　ティング」（公開会議、講演会、ワークショップ、マーケット開 

　　催など）を継続的に開催し、沿道事業者や地域住民と将来ビジョ 

　　ンを共有した。 

　　　これにより、事業者側も自分たちにとってのメリットを理解 

　　し、行政との連携へ意識が変化した。外部の専門家であるコン 

　　サルティングの協力も得ながら、専門知識と地域意見を融合させ 

　　たデザイン策定が行われた。 

 

４　事業効果について 
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岡　　山　　市 
５　今後の課題ついて 

　⑴　歩道活用制度の利用促進 

　　　制度上は歩道空間の活用が可能なものの、令和５年度時点で 

　　実際に活用している店舗は80店舗中わずか５店舗で、日常的に 

　　オープンカフェを行っているのは２店舗にとどまっている。 

 

　⑵　沿道建物の老朽化 

　　　沿道には古い建物が多く、歩道空間を活用しても店舗前のス 

　　ペースが限られてしまっている。建物の更新時に壁面を後退さ 

　　せるセットバックなどを進め、民地側と歩道空間が一体的に活 

　　用されるような長期的視点での取組が必要。 

 

　⑶　自転車通行の安全性 

　　　歩行者・自転車利用者が、通行車両との距離が近いなど危険 

　　と感じる場面がある。　　 

　　　歩行者・自転車利用者と自動車ドライバー双方への安全運転 

　　やマナー向上の啓発活動が継続的に必要。 

 

　⑷　賑わい創出の持続性 

　　　行政が主導するのではなく、今後は沿道事業者などの地域住 

　　民による主体的なまちづくり活動が展開されることが重要。岡 

　　山市としては、金銭的な補助よりも規制緩和などによって、持 

　　続的な支援を行えるよう検討している。 

　　　現在は、マルシェなどを定期的に開催し、将来的に常時活動 

　　してくれる事業者を呼び込むための実証実験を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



​総務委員会​

​北　九　州　市​
​【脱炭素に向けた取組について】​
​１　北九州グリーン成長戦略について​
​　⑴　背景​
​　　​​　北九州市の温室効果ガス排出量は、全国平均（32％）と比較して、産業部門の割合が　​

​　　59％と極めて高いことが特徴である。（2021年時点）​

​　　　そこで、2050年のゼロカーボンシティ実現に向け、「エネルギーの脱炭素化」と「イノ​

​　　ベーションの推進」を軸とした戦略を2022年２月に策定した。​

​　　　2030年度までに2013年度比で温室効果ガス47％以上削減を目指し、約5,900億〜6,800億​

​　　円の直接投資と約93万トンのCO2削減効果を見込んでいる。​

​　⑵　戦略の意義　　　　　　　　　​
​　​

​　⑵　基本戦略​
​　　​​・​​「環境と経済の好循環」​​による2050年ゼロカーボンシティに向けて、​​エネルギーの脱炭​

​素化​​と​​イノベーションの推進​​を戦略的に進めるためのアクションプラン​

​　⑶　脱炭素エネルギーの供給・利活用に向けた２つの柱​
​　　ア　脱炭素電力推進拠点都市​
​　　　　地域のポテンシャルを最大限に活かし、安価で安定した脱炭素電力を供給する体制の​

​　　　構築を目指す。​

​　　　　①洋上風力発電：響灘地区に西日本唯一の基地港湾が指定されている強みを活かし、​

​　　　　　　　　　　　　風車関連産業（メンテナンス、組み立て等）の総合拠点化を進めて​

​　　　　　　　　　　　　いる。​
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​北　九　州　市​
​　　　　②太陽光発電の拡大：第三者所有方式（PPA）を活用し、公共施設や民間施設への導　​

​　　　　　　　　　　　　　　入を加速させる。​

​　　　　③資源循環産業：北九州エコタウンの強みを活かし、大量廃棄が見込まれる太陽光パ​

​　　　　　　　　　　　　ネルや蓄電池のリユース・リサイクル産業を創出する。​
​　　イ　水素供給・利活用拠点都市​
​　　　　北部九州を含めた水素の供給拠点となるとともに、エネルギー転換の推進による水素​

​　　　の需要拡大を目指している。​

​　　　　①水素供給インフラ：八幡東区東田地区の「北九州水素タウン」にて、1.2kmのパイプ​

​　　　　　　　　　　　　　　ラインによる実証を進め、将来的には大規模な輸入拠点の形成​

​　　　　　　　　　　　　　　を目指す。​

​　　　　②メタネーション：水素と回収したCO2から合成メタンを製造し、既存の都市ガス導　​

​　　　　　　　　　　　　　管で供給する実証事業を民間企業と共同で実施している。​

​　　　　③ゼロカーボン物流：長距離輸送用のFC（燃料電池）トラックや、水素燃料船の導入​

​　　　　　　　　　　　　　　に向けた検討・実証を推進している。​

​２　再エネ100％北九州モデルについて​
​　⑴　概要​
​　　・再エネを100％自家調達していくための模範的なロードマップ​

​　⑵　目標​
​　　・2025年度までに、市内にある約2,000の公共施設すべてにおいて、市内の再生可能エネル​

​　　　ギー発電所の電力を利用した「再エネ100%電力化」の達成を目指している。​
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​北　九　州　市​
​　⑶　取組事例​
​　　ア　地域新電力による再エネの地産地消​
​　　　　市が出資する「株式会社北九州パワー」が中核​

​　　　となり、地域電力を地域で使う「地産地消」の仕​

​　　　組みを支えている。​

​　　　※㈱北九州パワー（地域新電力）​

​　　　　→北九州市唯一の自治体新電力として​

​　　　　　2015年12月に設立された。​

​　　イ　第三者所有方式（PPA）による太陽光発電・省エネ機器等の導入​
​　　　　ＰＰＡによる自家消費型PV・EV/蓄電池の設置や省エネ機器の導入​

​　　　により、再エネ導入量を増加させながら省エネを推進し、脱炭素化を​

​　　　実現している。​

​　　　ウ　民間企業への普及に向けた取組（脱炭素電力認定制度）​
​　　　　　​​脱炭素に関心の高い市内企業を応援することを目的としたもので、再エネ100％電力​

​　　　　をはじめとする脱炭素電力を導入した市内企業を市が認定している。これにより、本​

​　　　　モデルを活用した脱炭素への流れを市内企業にも普及し、加速させることを目指して​

​　　　　いる。​
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​熊　　本　　市​
​【ウォーカブルシティの推進について】​
​１　花畑広場について​
​　⑴　桜町・花畑周辺地区の整備について​
​　　​​ア　背景​

​　　　　桜町・花畑周辺地区はバスターミナルや百貨店、ホテルなどが集約された核となる地域​

​であった。しかし、老朽化やバリアフリー対応の不十分による拠点機能の低下、歩行者通​

​行量の減少等が課題となっていた。そこで、​​公共交通と連携したコンパクトシティの形​

​成​​、​​中心市街地の拠点性と回遊性の向上​​を目指し、再整備されることとなった。​

​　　イ　沿革​
​　　​

​　​
​⑵　概要​

​　　​​・花畑広場：シンボルプロムナード・旧花畑広場・花畑公園・辛島公園の愛称​

​　　・面積　　：約1.5ha​

​　　・整備費　：約23．7億円​

​・都市再生整備計画事業​

​・まちなかウォーカブル推進事業​

​・都市構造再編集中支援事業​

​　　・整備期間：Ｒ２．１～Ｒ３．11（Ｒ３.11.13全面供用​

​　　　　　　　　開始）​

​　　・管理方法：指定管理制度（指定管理者　熊本城ホール​

​　　　　　　　　運営共同事業体）​
​　⑶　整備内容​
​　　​​ア　シンボルプロムナード・旧花畑広場（約8,900㎡）​

​　　　・４車線の市道（幅27ｍ、全長230ｍ）を廃止して、歩行者専用空間​

​　　　　として整備​

​　　　・熊本城と空間的な一体性を感じられ、開放的で憩える空間となる​

​　　　　よう、植栽帯やベンチの配置​

​　　　・人工芝等を配置し、多様なアクティビティが可能となる、にぎわ​

​　　　　いあふれる空間を創出。​

​　​
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​熊　　本　　市​
​　　​​イ　花畑公園（約2,500㎡）​

​　　　・既存の記念碑や工作物を可能な限り集約し、周囲との視線・動線の連続性を確保。​

​　　　・市指定天然記念物の大クス（樹齢700年）を中心に、明るい緑陰の中で歴史を感じるこ​

​　　　　とができる空間とした。​

​　​​　ウ　辛島公園（約3,400㎡）​

​　　　・石張りを撤去し植栽等による緑量を増加させ、涼しく快適にくつろげる空間を創出。​

​　　　・子ども等が遊び場として楽しめる親水施設（ポップジェット）の設置。​

​　　　・子どもが遊ぶ様子を安心して見守れるように、公園中央を取り囲むベンチを設置。​

​　⑷　広場の利活用について​
​　​​　ア　花畑広場まちづくりプロジェクト​

​　　　　広場の近隣高校（熊本県立第一高等学校）と協働した取組として、高校生が広場を​

​　　　”楽しく”・”安心して”使うリーダーになることにより、特に10～20代の若い世代向け​

​　　　に、花畑広場の利活用促進及びイメージ向上を図るもの。​
​　【取組事例】​
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​熊　　本　　市​

​　　​​イ　広間る​

​　　　　有志が集まり、花畑広場について議論や情報共有を行うことで、広場を使うきっかけ　​

​　　　を作る活動。​

​　　　　令和５年度までは市が主体的に実施していたが、令和６年からは学生が主体となって　​

​　　　運営している。​
​　【イベントの様子】​

​　⑸　視察調査​
​　　　​​上記の説明聴取の後、広場内の視察聴取を行った。​


